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 ■ はじめに                                                

 

 
 

未曾有の被害をもたらした東日本大震災では、公共交通機関の運行停止により、

首都圏は帰宅困難者で大きく混乱しました。特に、駅周辺や主要幹線道路は、大

量に発生した帰宅困難者で溢れました。 

県では、この状況を踏まえ、国や東京都などの自治体、民間事業者団体等によ

る『首都直下地震帰宅困難者等対策協議会』（以下｢協議会｣という。）に参画し、

社会全体で取り組む対策を進めてきました。 

一番の対策は、『むやみに移動を開始しない』という基本原則の徹底です。こ

の基本原則の普及啓発と同時に、基本原則を実効あるものとするためには、安心

して留まれる環境づくりが不可欠となります。 

このため、協議会では、企業は従業員が事業所に待機できるように食料などの

必要な物資の備蓄に努めることや、建物の耐震化、家具類の転倒・落下・移動防

止など、安全に待機できる環境の整備に努めることを決定しています。また、多

くの顧客が利用する大規模集客施設や駅等も、同様なことについて努めることを

決定しています。 

これらの取組により、いずれかの施設管理者の下にいる外出者は、その施設管

理者により待機場所が提供されますが、災害発生時に路上などにいて、どこにも

待機する場所がない人も生じます。このような帰宅困難者を一時的に受け入れる

ため、一時滞在施設が必要となります。 

膨大な数の帰宅困難者を受け入れるためには、行政機関が一時滞在施設を設け

るだけでなく、民間企業等とも連携して一時滞在施設を確保していくことが必要

になります。 

このガドランは、 

・ 市町村が一時滞在施設を確保する際に参考にしていただくとともに、  

・ 民間企業等も含めた一時滞在施設の管理者が運営に当たって参考にしていた

だく 

ことを目的に作成しました。 

各市町村ではこのガドランを参考にして一時滞在施設の確保を推進すると

ともに、地域の実情に合った一時滞在施設の運営マニュゕルを作成し、民間企業

等も含めた一時滞在施設の円滑な運営を支援していただきますようお願いします。 
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 第１章  基本的な考え方                 

 

１ 背景 

 
 大規模災害などにより多くの公共交通機関が運行を停止した場合には、駅周辺

や路上等の屋外で被災した外出者等については、帰宅が可能となるまでの間、身

を寄せる場所がないことが想定される。 

このような帰宅困難者等を一時的に受け入れるための一時滞在施設を可能な限

り多く確保するとともに、災害時における一時滞在施設の運営方法をあらかじめ

明確にしておく必要がある。 
 
 

２ 用語の定義 

 
（１）帰宅困難者 

地震発生時に外出している者のうち、近距離徒歩帰宅者（近距離を徒歩で帰

宅する人）を除いた帰宅断念者（自宅が遠距離にあること等により帰宅できな

い人）と遠距離徒歩帰宅者（遠距離を徒歩で帰宅する人）。 

（２）一時滞在施設 

帰宅が可能になるまで滞在する場所がない帰宅困難者を一時的に受け入れる

施設。 

（３）災害時帰宅支援ステーション  

災害時、救急・救助活動が落ち着いた後に帰宅困難者の徒歩帰宅を支援する

ため、可能な範囲で水道水、トレ、地図等による道路情報、ラジオ等で知り

得た通行可能な道路に関する情報などを提供する施設。 

（４）指定緊急避難場所 

災害による家屋の倒壊、焼失などで被害を受けた者又は現に被害を受けるお

それのある者を一時的に受け入れ、保護するため市町村が開設する施設。 

（５）指定避難所  

    災害の危険性があり指定緊急避難場所等に避難した住民等を災害の危険性が

なくなるまでに必要な間滞在させ、または災害により家に戻れなくなった住民

等を一時的に滞在させるため市町村が開設する施設。 

（６）施設管理者 

一時滞在施設として提供する施設を所有・管理する事業者等。 
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（７）施設滞在者 

一時滞在施設内に滞在している帰宅困難者等。 

３ 対象施設 

 
一時滞在施設の対象となる施設は、帰宅困難者等を一時的に受け入れることに

ついて、市町村から指定を受けるか、協定を締結した施設とする。 

例えば、集会場、オフゖスビルのエントランスホール、ホテルの宴会場、学校 

等が想定される。 

一時滞在施設として使用する施設については、当該施設が発災時において担う 

べき役割、立地条件や施設ごとの特徴を踏まえるとともに、安全に帰宅困難者を

受け入れるという観点から、最新の耐震性（昭和５６年に導入された新耐震基準）

を有した建物（耐震改修により同基準を満たした建物を含む）であることが必要

である。 
 

 

４ 開設基準 

 

一時滞在施設は下記の場合に開設する。 

（１）地震などにより、多くの公共交通機関が一定時間運行を停止し、多数の帰宅

困難者の発生が予想されるとき。 

（２）受け入れた帰宅困難者が安全に帰宅開始できるまで、最長で発災後３日間程 

度開設をする。 

（３）帰宅困難者の受入人数は、避難所の受け入れ人数の基準に準じて決める。   

（例として、○○㎡（一定の床面積）あたり１人の収容を目安とする、など。） 
 
 

５ 施設管理者の役割 

 
施設管理者は、災害時の状況に応じて、可能な範囲で以下の支援を行う。 

（１）施設の安全を確認した後、帰宅困難者を速やかに受け入れる。  

（２）水や食料、ブランケットなどの支援物資を配布する。 

（３）トレやごみの処理などの施設の衛生管理を行う。 

（４）周辺の被害状況や道路、鉄道の運行状況などの情報収集及び施設滞在者  

  に対する情報提供を行う。 

（５）家族等との安否確認などのための通信手段の提供。   
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６ 要配慮者への対応 

 

 
施設管理者は、市町村や関係機関と連携し、要配慮者に特に配慮する。 

 

 

（１）高齢者、障害者、乳幼児、妊婦、遠距離通学の小中学生等  

待機スペースの一部を優先スペースにすることや具体的な避難誘導方法を検

討する。 

（２）外国人 

誘導の案内や情報提供の方法などについて配慮する。 

例えば、英語、中国語等の誘導案内板による対応も検討する。 
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７ 一時滞在施設、災害時帰宅支援ステーション及び指定避難所の区分 

 
 

本ガドランにおいて使用する施設等の定義は以下のとおりである。 
 
 
 

 

区分  

 

一時滞在施設 
災害時帰宅支援 

ステーション 

 

指定避難所 

 

 
 

設置時期 

 

発災から７２時間（最 

大３日間）程度まで 

※１ 

 

発災後、協定を結ん 

だ 地 方 公 共 団 体 か 

ら要請を受けた時 

発 災 か ら ２ 週 間  

程度まで（復旧・ 

復 興 の 状 況 に よ  

ってはそれ以上） 
 

目的 
帰宅困難者等の受け  

入れ 

徒歩帰宅者の帰宅

支援  

入れ徒歩帰宅者の帰

宅 

支援 

地 域 の 避 難 住 民  

の受入れ 
 

 
 

支援事項 

食料、水、毛布又はブ 

ランケット ※２ 、ト  

レ、休憩場所、情報等 

※１ 

 
 

水道水、トレ、帰 

宅支援情報等 

 

食料、水、毛布、 

ト  レ 、 休 憩  

場 所、情報等 

 

 
 
 

対象施設 

 

集会場、庁舎やオフゖ 

ス ビ ル の エ ン ト ラ ン 

スホール、ホテルの宴 

会場、学校等※３ 

コ ン ビ ニ エ ン ス ス  

トゕ、フゔミリーレ 

ストラン、ガソリン 

スタンド等 

 
 
 

主に学校、公民館

等の 公共施設 

※１ 本表の記載内容はあくまで目安であり、発災時の対応は施設や周辺の状況、協  

定の内容等によって異なることに留意が必要である。  

※２ ブランケット：ゕルミ等の極薄素材で作られた防風・防寒・防水シート  

※３ 対象となる施設はあくまで例示であり、全ての施設で上記の支援が行われるわ  

けではないことに留意が必要である。  



6 

 第２章  一時滞在施設の確保                

 
 

１ 県、市町村及び事業者の役割分担 

 

 
（１）県 

県が所有・管理する施設を一時滞在施設として確保する。 

また、広域的な立場から、事業者団体に対して、一時滞在施設の提供につい

て協力を求める。 

（２）市町村 

市町村が所有・管理する施設を一時滞在施設として確保する。 

また、地元の事業者等に協力を求め、民間施設について一時滞在施設の提供

に関する協定を締結するよう求める。 

（３）事業者等 

事業者や学校等は、市町村や県の要請に応じて、管理する施設を一時滞在施

設として提供することを検討し、受入れ可能な場合は、市町村と協定を締結す

る。 

事業者団体は、加盟事業者に対して、それぞれが管理する施設を一時滞在施

設として提供することについて協力依頼を行う。 
 
 

２ 一時滞在施設の情報 

 

 
一時滞在施設として確保した施設の名称や所在地等は、原則として公表する。 

民間施設等で施設管理者側が非公表を希望した場合でも、発災時は公表を前提

とし、地域における施設への誘導方法などと整合性を図ることにより開示するな

ど、公表方法を検討しておく。あわせて行政機関や駅周辺帰宅困難者対策協議会

等の関係機関において情報共有する。 
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 第３章  一時滞在施設の運営の準備（平常時）       

 
 

１ 運営計画の作成 

 
施設管理者は、帰宅困難者等の受入れに係る運営計画又は防災計画をあらかじ

め作成しておく。 

その際、可能であれば、他の一時滞在施設等との連携や行政機関との連携、地

域における帰宅困難者対策の取組への参加等についても運営計画又は防災計画に

明記する。 

作成した運営計画又は防災計画は冊子等にまとめ、自らの従業員等に周知して

おく。 

テナントビルの場合や事業者が複数存在する複合ビルの場合、施設管理者は他

の事業者等と連携し、建物ごとの個別の事情に応じて、予め役割分担を取り決め

る。 
 

 
 

２ 運営体制の取決め 

 
施設管理者は、一時滞在施設が発災時に機能するよう、運営計画又は防災計画

に、運営体制に関する次の点を定めておく。 

（１）施設内における受入場所  

（２）受入定員 

各市町村の避難所の受入れ人数の基準に準じて決める。（例として、一定の

床面積あたり１人の収容を目安とする、など。） 

ただし、実際の定員の算出に当たっては、施設の状況や特性を考慮する。 

また、通路として使用する部分等についても考慮する。 

（３）運営要員の確保 

施設管理者は、一時滞在施設の運営に係る要員の確保に努める。なお、運営

要員の確保にあたっては、施設滞在者やその他のボランテゖゕの活用等も検討

する。 

（４）関係機関との連絡の手順  

施設管理者は、一時滞在施設の円滑な運営を図るため、行政機関や関係機関、

地元の駅周辺帰宅困難者対策協議会等への連絡手段の確保についてあらかじめ 

定めておく。 
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（５）施設滞在者への情報提供の手順  

（６）備蓄品の配布手順  

（７）要配慮者への対応 

（８）セキュリテゖ・警備体制の構築  

施設管理者は、施設内・事務所内にある商品・物品や重要情報を適切に管理

する体制の整備を行う。 

また、帰宅困難者を受け入れた際のトラブル防止（盗難等）の体制の整備も

併せて行う。 
 
 

３ 受入れのための環境整備 

 

 
（１）平時からの施設の安全確保  

一時滞在施設となる施設については、災害時に帰宅困難者等を安全に受け入

れられるよう日頃からオフゖス家具類の転倒・落下・移動防止対策、施設内ガ

ラス飛散防止対策等に努める。 

また、災害時の建物内の点検箇所をあらかじめ定めておくとともに、安全点

検のためのチェックリストを作成する。 

なお、従業員等で設備等の応急復旧に対応する場合には、工具類の備えにつ

いても検討する。また、停電時等の対応も含め、建物及び施設滞在者の安全確

認の方針等を一時滞在施設の運営計画又は防災計画で定めておく。  
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施設の安全点検のためのチェックリスト（例） 

 

 

点検 項目  点検内 容 判定  
（ 該当）  

該 当する 場合の 対
処 ・応急 対応等  

施設 全体  

 
1 

 
建物（傾斜・沈下） 

傾いている。沈下している。  建物を退去 

傾いているように感じる。  要注意 
→専門家へ詳細診断を要請 

 
2 

 
建物（倒壊危険性） 

大きな X 字状のひび割れが多数あり、コンクリートの剥落も著しく、鉄 筋
がかなり露出している。壁の向こう側が透けて見える。 

 建物を退去 

斜めや X 字形のひび割れがあるが、コンクリートの剥落はわずかであ 

る。 
 要注意 

→専門家へ詳細診断を要請 

 
3 

 
隣接建築物・周辺地盤 

隣接建築物や鉄塔等が施設の方向に傾いている。  建物を退去 

周辺地盤が大きく陥没または隆起している。  建物を退去 

隣接建築物の損傷や周辺地盤の地割れがあるが、施設への影響はない と考
えられる。 

 要注意 
→専門家へ詳細診断を要請 

施設 内部（居室 ・通路等 ） 

1 床 
傾いている、または陥没している。  立入禁止 

フロゕ等、床材に損傷が見られる。  要注意/要修理 

 
2 

 
壁・天井材 

間仕切り壁に損傷が見られる。  要注意/要修理 

天井材が落下している。  立入禁止 

天井材のズレが見られる。  要注意 
→専門家へ詳細診断を要請 

 
3 

 
廊下・階段 

大きな X 字状のひび割れが多数あり、コンクリートの剥落も著しく、鉄 筋
がかなり露出している。壁の向こう側が透けて見える。 

 立入禁止 

斜めや X 字形のひび割れがあるが、コンクリートの剥落はわずかであ 
る。 

 点検継続 
→専門家へ詳細診断を要請 

4 ドゕ ドゕが外れている、または変形している。  要注意/要修理 

5 窓枠・窓ガラス 
窓枠が外れている、または変形している。  要注意/要修理 

窓が割れている、またはひびがある。  要注意/要修理 

6 照明器具・吊り器具 
照明器具・吊り器具が落下している。  要注意/要修理 

照明器具・吊り器具のズレが見られる。  要注意/要修理 

7 什器等 
什器（家具）等が転倒している。  要注意/要修理/要固定 

書類等が散乱している。  要注意/要復旧 

設備 等 

 
1 

 
電力 

外部からの電力供給が停止している。（商用電源の途絶）  
代替手段の確保/要復旧 

→（例）非常用電源を稼働 
照明が消えている。  
空調が停止している。  

 
2 

 
エレベータ 

停止している。  要復旧 
→メンテナンス業者に連絡 警報ランプ、ブザー点灯、鳴動している。  

カゴ内に人が閉じ込められている。  →メンテナンス業者または消防機関に連絡 

3 上水道 停止している。  代替手段の確保/要復旧 
→(例）備蓄品の利用 

4 下水道・トレ 水が流れない（溢れている）。  使用中止/代替手段の確保/要復旧 
→（例）災害用トレの利用 

5 ガス 
異臭、異音、煙が発生している。  立入禁止/要復旧 

停止している。  要復旧 

6 通信・電話 停止している。  代替手段の確保/要復旧 
→（例）衛星携帯電話、無線機の利用 

7 消防用設備等 故障・損傷している  代替手段の確保/要復旧 
→消防設備業者に連絡 

セキ ュリテゖ  

1 防火シャッター 閉鎖している。  要復旧 

2 非常階段・非常用出口 閉鎖している。（通行不可である。）  要復旧 
→復旧できない場合、立入禁止 

3 入退室・施錠管理 セキュリテゖが機能していない。  要復旧/要警備員配置 
→外部者侵入に要注意 （状況により立入禁止） 

 

＊『首都直下地震帰宅困難者等対策協議会  一時滞在施設の確保及び運営のガドラン』から転載。＋ 
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（２）記録・帳票の整備  

施設管理者は、事後に災害救助法による費用の支弁を地元自治体に求める可

能性があることを考慮し、地元自治体における避難所運営基準等に準じて、書

類・帳票等を一時滞在施設に整備し、保存しておくことが望ましい。具体的な

書類・帳票等については、地元自治体や事業者が、それぞれの実情を踏まえて

作成する。 

以下に必要と考えられる書類・帳票等を例示する。 

①受入者名簿 

②受入記録日計表 

③物品受払簿 

④一時滞在施設運営及び収容状況記録票 

⑤一時滞在施設設置に要した物品受払証拠書類 

（３）情報入手手段及び施設滞在者への情報提供体制の準備  

施設には、テレビ、ラジオ、ンターネットと接続できるパソコン等を備え

ておく。また、その他の災害に強い通信手段の確保に努める。 

入手した情報を施設滞在者に提供できるよう、ホワトボードなどの掲示板

や周辺の地図を準備しておくとともに、可能であれば、館内放送等で伝達する。 

（４）安否確認のための体制整備（特設公衆電話、Wi-Fi など） 

帰宅困難者が家族等と安否確認を行えるよう、特設公衆電話やＷｉ－Ｆｉ等

の通信手段を整備しておく。 

災害用伝言サービス等の使い方を説明できるよう、運営要員が使用方法を周

知しておくとともに説明する者の体制を整えておく。 

（５）備蓄品、非常用電源設備等の確保  

施設管理者は、帰宅困難者の受入れに必要な水、食料、ブランケット、簡易

トレなどの物資の備蓄に努める。 

施設管理者は、施設内に必要な物資の備蓄が困難な場合においては、行政や

関係機関との連携により、災害時に利用可能な備蓄手段及び輸送手段等の確保

について検討する。 

また、非常用電源設備や電池等の確保を行うなど、可能な範囲で災害時の停

電等に備えておくことが望ましい。 

（６）防災関係者連絡体制の整備  

施設管理者は、災害時の県及び市町村の連絡先を把握するほか、近隣の警察、

消防及び他の一時滞在施設等の防災関係者連絡先一覧を事前に作成し、配備す

る。 
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４ 訓練等における定期的な手順の確認  

 

 
施設管理者は、地震を想定した訓練等にあわせて一時滞在施設の開設に関する

訓練を毎年定期的に実施して、帰宅困難者等の受入れの手順等について確認し、

必要な場合は手順の改善を行う。 

また、施設管理者は当該訓練の結果について検証し必要に応じて計画等に反映

させる。 
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 第４章  一時滞在施設の運営（発災時）           

 
 

１ 開設の判断 

 

 

 地震などにより、多くの公共交通機関が一定時間運行を停止し、多数の帰宅困難

者の発生が予想されるときには、市町村から開設の要請を行う。 

施設管理者は、市町村からの要請等により、当該施設の待機場所や施設入口など

の安全確認及び行政機関やその他関係機関から提供される災害関連情報等による周

辺状況を確認の上、一時滞在施設を開設する。 

なお、施設管理者による自主的な判断による開設を妨げるものではない。 
 
 

２ 開設できない場合の対応 

 

 

 施設管理者は、建物の安全や周辺状況を確認した結果、一時滞在施設として開

設できないと判断した場合、速やかに協定締結先の市町村にその旨を報告する。 

また、施設管理者は、当該施設が一時滞在施設としてあらかじめ公表されてい

る場合においては、帰宅困難者等による混乱を回避するためにも、施設の入口や

その他の目に触れやすい場所に、一時滞在施設として開設できない旨の掲示を行

う。 
 
 

３ 開設・運営の流れ（総括） 

 

 
災害発生からの経過時間に応じて、目標とする一時滞在施設の運営の流れは、 

概ね次のとおりである。なお、フロー図は標準的な例を示したものであり、災 

害の規模、各施設の実情等により適宜柔軟に対応することが必要である。 
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一次滞在施設運営のフロー（例） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

＊『首都直下地震帰宅困難者等対策協議会  一時滞在施設の確保及び運営のガドラン』から転載。＋ 

 

※  一旦帰宅困難者を受け入れた後 、余震等により受入れが困難となった場合は 、関係機関 

と 連携し、周辺の一時滞在施設への移動を検討する。  

※  大規模な集客施設や駅等が一時滞在施設の指定を受けている場合は 、「首都直下地震帰 

宅困難者等対策協議会 大規模な集客施設及び駅等の利用者保護ガドラン 」も併せて

参考とする。  

 ○要配慮者への対応 

   等 
 

等 
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一時滞在施設運営チェックリストの例（時系列） 
 

日時 
（発災 

後） 

実施事項 部署・担 
当者 

（事前記入） 

対応状況 
○対応済 
△対応中 
■非対応 

６時間 
後まで 

①施設の安全確認 

チェックリストを基に施設の安全を確認する。 

県又は市町村に開設が出来るかどうかを報告する。 
（施設の安全が確認できない場合）屋外等へ避難誘導し、他の施設情報を提供する。 

  

②一時滞在施設内の区域設定 

受入者立入禁止区域を設定する。 

運営組織使用区域（活動拠点・物資配布場所等）を設定する。 

受入者用区域を設定する。 
災害時要配慮者優先スペースや女性優先スペースを確保する。 

  

③一時滞在施設の運営準備 

施設の運営にあたっている従業員等が中心になって、運営組織を立ち上げる。 

防火設備・放送設備・通信設備・非常用電源等の確認を行う。 

備蓄物資の確認を行う。 

散乱危険物の除去や清掃等を行う。 
一時滞在施設であることの表示を行う。 

  

施設の入口や施設内の目に触れるところに施設利用案内の掲示を行う。 
設備等の状況に応じて、トレ、給水、空調設備を確保する。 

  

④通信手段の確保 

複数の通信手段を確保し、柔軟に対応できるように努める。 

通話は輻輳の可能性が高いため、受入者に災害用伝言板サービスの使用を勧める。 
近隣の一時滞在施設との伝令要員を確保できることが望ましい。 

  

⑤一時滞在施設の開設報告 

当該一時滞在施設の開設情報を、県または市町村に報告する。   
１２時 
間後ま 

で 

①帰宅困難者の把握、受入れ 

受入者用区域に帰宅困難者を誘導する。 
受入者名簿等の帳票を作成し、日毎に運営状況を把握する。 

  

②保健衛生活動 

原則として、負傷者は最寄の病院または医療救護所へ誘導する。 

喫煙区域や簡易トレの使用区域を設定し、適正な衛生管理を行う。 
ラフランの復旧後は、トレ等の衛生管理を行う。 

  

③水、食料等の供給 

水道施設の被害状況を確認する。 

近隣の給水拠点の稼働状況を確認する。 

必要に応じて給水拠点から飲料水を入手する。 

適宜、自治体に水道施設の復旧状況を確認する。 
水・食料の備蓄状況を把握し、計画的に備蓄を配付する。 

  

④し尿処理・ごみ処理 

水洗トレが使用可能か否かを確認し、使用不可の場合は早期復旧に努める。 
ごみの排出およびし尿処理のルールを確立する。 

  

⑤情報の収集・伝達 

防災関係機関から適宜、災害関連情報を収集する。 

出入り口等の見やすい場所に掲示板等を設置して、情報を提供する。 
通話は輻輳の可能性が高いため、災害用伝言板サービスの使用を勧める。 

  

⑥受入可能人数を超過した場合の報告 

受入可能人数を超過し、周辺施設との連携が必要であることを県または市町村に報告する。   
１日後 
まで 

① 受け入れた帰宅困難者も含めた施設の運営（共助）   
施設管理者のみでの対応が困難な場合は、受入者に運営協力を依頼する。 

協力を得られた受入者も含めた組織運営体制に再編成する。 
  

3 日後 
まで 

① 帰宅支援情報の提供   
テレビ、ラジオ、パソコン等を設置し、交通機関の運行状況等の情報を提供する。 

代替搬送手段、安全な帰宅経路等、受入者の帰宅支援情報を提供する。 
  

４日後 
以降 

① 帰宅誘導   
帰宅支援情報を提供し、受入者の帰宅を誘導する。 

方面別帰宅や距離に応じた時差帰宅の指示を行い、帰宅開始時の混乱防止に努める。 
  

② 一時滞在施設の閉設   
＊『首都直下地震帰宅困難者等対策協議会  一時滞在施設の確保及び運営のガドラン』から転載。＋ 
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４ 発災直後から一時滞在施設開設まで(発災後概ね６時間後まで) 

 
（１）建物内の被害状況の把握や施設の安全性の確認 

（２）施設内の受入れスペースや女性優先スペース、立入禁止区域の設定  

（３）従業員等による運営組織の編成、備蓄や設備の確認などの運営準備  

（４）一時滞在施設であることの表示  

（５）施設利用案内の掲示等  

施設の入口や施設内の目に触れる所に下記の趣旨の文章を掲示する。 

・共助の観点から管理者が自主的に施設を開放していること 

・一時滞在施設は、災害時という特殊な状況下で開設されるため、施設管理者 

の指示に従うとともに、施設管理者が責任を負えない場合もあることを理解 

した上で、施設内において行動すること 

・余震等の影響で建物の安全性や周辺状況に変化が生じた場合、施設管理者の 

判断により、急きょ閉鎖する可能性があること 

・負傷者の治療等、施設において対応できない事項 等 

（６）電話、特設公衆電話、ＦＡＸ、無線機等の通信手段の確保  

（７）市町村等への一時滞在施設の開設報告  
 

５ 帰宅困難者の受入れ等（概ね１２時間後まで） 

 
（１）帰宅困難者の受入れ開始 

（２）簡易トレ使用区域の設定、医療救護所の設置などの保健衛生活動  

（３）計画的な備蓄の配布など、水、食料等の供給 

（４）し尿処理・ごみ処理のルールの確立・周知 

（５）テ レビ、ラジオ、ンターネット等での情報の収集及び受入者への情報の

提供 

（６）受入可能人数を超過した場合の市町村等への報告 
 

６ 運営体制の強化等（概ね１日後から３日後まで）  

 
（１）受入者も含めた施設の運営  

一時滞在施設の運営に当たっては、共助の視点から、施設内の健康な帰宅困難者に 

運営スタッフとして、あるいはその補助者として参画してもらうことも有用である。 

（２）公共交通機関の運行再開や、搬送手段等に関する帰宅支援情報の提供   
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７ 一時滞在施設の閉鎖（概ね４日後以降） 

 
 

（１）一時滞在施設閉鎖の判断 

  概ね、道路等の安全が確保されていること、あるいは公共交通機関が運行再 

開していること、あるいは行政が帰宅困難者に帰宅を促す対応を始めたこと等  

が、一つの判断材料となる。 

 閉鎖に当たっては、市町村と調整をする。  

（２）帰宅支援情報の提供  

   安全が確保されている道路、公共交通機関の運行状況や代替輸送の状況など、 

分かる範囲で受入者の帰宅を支援する情報を提供する。  

（３）受入者の帰宅誘導  

安全が確保されている最寄りの道路や運行が再開されている場合の最寄り駅

などに、可能な範囲で誘導する。 
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 第５章  一時滞在施設の確保・運営に関する行政の支援策  

 
 

１ 平常時の支援策 

 

 
（１）一時滞在施設に関する普及啓発  

県及び市町村は、住民に対して一時滞在施設の役割や利用方法、所在地につ

いて普及啓発に努める。また、一時滞在施設を利用する際には、帰宅困難者も

施設の運営に可能な範囲で協力することや、施設管理者が責任を負えない場合

もあるといった留意事項についてもあわせて普及啓発に努める。 

（２）防災関係機関への周知  

県及び市町村は、一時滞在施設の名称や所在地等を、警察、消防をはじめと

する各防災関係機関へ周知し、災害時における連携に努める。 

（３）一時滞在施設の運営に係る費用等の考え方の整理  

運営に係る費用（備蓄品等の消耗器材費等）について、国庫負担の対象とな

る災害救助法の考え方（適用可能性や費用負担）を明確にできるよう努める。 

（４）民間一時滞在施設の確保に関する支援策  

民間施設の協力を得るために、県及び市町村は、補助等の支援策について検

討し、地域の実情に応じて支援策を具体化していく。 

（５）ガドランに基づくマニュゕル等の整備 

市町村は、各地域の実情に応じた具体的な一時滞在施設の運営マニュゕル等

を整備する。 
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２ 災害時の支援策 

 

 
（１）一時滞在施設への情報提供  

国、県及び市町村は、交通機関の復旧情報や道路の被災・復旧に関する情報

等、帰宅が可能かどうかの判断が可能な情報を適宜提供する。 

（２）一時滞在施設間の調整  

県及び市町村は、一時滞在施設からの報告をもとに受入人数や各種物資の過

不足を把握し、施設間の調整を行う。 

県及び市町村は、受入者の帰宅などにより施設の滞在人数が少数となったと

き、他の一時滞在施設に移動させるなど、一時滞在施設の早期閉設を支援する。 

（３）施設滞在者への退去要請  

県及び市町村は、施設管理者の要請に基づき、一定期間を超えてなお滞在す

る施設滞在者等に対する退去要請等の対応を実施する。 
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